
 

平成 24 年度 第 2 回 

 

深谷市同和対策事業審議会 
 

 

  ・報告事項 
     

(1) 集会所運営事業の廃止後における 

 自治会館への移行希望状況について 

 

(2) 運動団体活動事業費補助金交付要綱 

廃止後における平成 24 年度補助金対象 

経費について 

 

 

 

 

深谷市企画財政部人権政策課 
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①

講師の謝金
(総額は20万円とし、1回につき5万円を上限とする。)
※ただし、講師が補助金の交付申請をする運動団体の
構成員である場合は、補助の対象としない。

② 資料の作成に要する印刷製本費

③ 会場の借上げ料

①
啓発資料の購入費
※ただし、啓発資料の購入については、県連発行の機
関紙のみとする。

② 資料の作成に要する印刷製本費

③ 通信運搬費　※切手購入費等

3 会議費 ① 市協総会・支部総会に伴う経費（お茶代）

4 事務費 ① 通信運搬費　※切手購入費等

5 旅　費 ① 別表　(4)旅費の種類

1

2

3

2 啓発資料、作成及び配布

((((2222))))運動団体活動事業費補助金交付要綱廃止後運動団体活動事業費補助金交付要綱廃止後運動団体活動事業費補助金交付要綱廃止後運動団体活動事業費補助金交付要綱廃止後におけるにおけるにおけるにおける平成平成平成平成24242424年度補年度補年度補年度補
助金対象経費助金対象経費助金対象経費助金対象経費についてについてについてについて

補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費

1 講演会、研修会の開催

　講演会、研修会の開催の内、自主開催する研修における費用については、補助対象外。

　対策費については、補助対象外。

　支部からの市協・郡協及び県連への負担金（賛助金）については、補助対象外。

6 講演会、研修会への参加 ①

本市の区域以外の区域において開催される講演会、研
修会に参加する場合の旅費（ただし、宿泊料は、埼玉
県の区域以外の区域において開催されるものに限
る）、資料代及び参加負担金。

※※※※なおなおなおなお、「、「、「、「6666....講演会講演会講演会講演会、、、、研修会研修会研修会研修会へのへのへのへの参加参加参加参加」」」」にににに係係係係るるるる補助補助補助補助についてはについてはについてはについては、、、、前年度前年度前年度前年度におけるにおけるにおけるにおける参加回数参加回数参加回数参加回数・・・・
参加人数参加人数参加人数参加人数をををを基準基準基準基準とするとするとするとする。。。。

補助対象外経費補助対象外経費補助対象外経費補助対象外経費



①①①①

　鉄道賃、船賃、航空賃については、路程に応じた旅客運賃（実費額）により支給す
る。ただし、船賃、航空賃については、緊急を要する場合、天災その他やむを得ない
など、特別な事情がある場合に限り利用してよいものとする。
※タクシーの利用料金については支給しないが、説明がつく場合は検討する。

ア
　座席指定料金、ビジネス・ファーストクラス利用料金ほか、特別な設備の利用等
に係る費用については支給しないものとする。

イ 　領収書は必ず「支出内訳書」に添付のこと。

②②②②
　車賃は、陸路を旅行した場合の費用に充てるため支給する費用であり、車賃の額は
別表に定める額による。但し、有料自動車道等を使用した際の費用については、実費
額により支給する。

ア
　会議の実施主体等から車賃又はこれに類する弁償がある場合には、支給しないも
のとする。（重複支給の禁止）

イ
　有料自動車道等を使用した際の費用については、領収書の提出があった場合のみ
支給するものとする。

ウ 　領収書は必ず「支出内訳書」に添付のこと。

③③③③
　日当は、出張中の日数に応じ１日あたりの定額により支給し、日当の額は別表に定
める定額による。

ア
　会議の実施主体等から日当又はこれに類する弁償がある場合には、支給しないも
のとする。（重複支給の禁止）

④④④④
　宿泊料は、出張中の夜数に応じ１夜あたりの定額により支給し、宿泊料の額は別表
に定める定額による。

ア 　領収書の提出があった場合のみ支給するものとする。

イ 　領収書は必ず「支出内訳書」に添付のこと。

旅費旅費旅費旅費のののの種類種類種類種類



種 別 支 給 額

車 賃

（市内）支給なし
（市外）1㎞当たり18円(1㎞未満の端数は切り捨て)

（有料自動車道等の使用については実費額とする。ただし、領収
書の提出があった場合のみ支給）

※ETC使用の場合、人権政策課で精査して検討する。

日 当

※別紙１【日当を支給しない地域および半日当の地域】

（事務連絡）支給なし
（会議及び研修会）
　・・・・半日当半日当半日当半日当をををを支給支給支給支給するするするする地域地域地域地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1111,,,,200200200200円円円円
　　　　・・・・全日当全日当全日当全日当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2222,,,,400400400400円円円円
　（日当を支給しない地域及び半日当を支給する地域以外の地域）

宿 泊 料

原則として実費額とし、上限上限上限上限はははは12121212,,,,000000000000円円円円をををを限度限度限度限度とする。

※領収書の提出があった場合のみ、支給対象とします。
　限度額を超えた場合は、自費負担とします。

【別表】

①　必ず「支出内訳書」に記入し、領収書を添付した上で提出すること。

②　日当については、必ず出張者本人の自書・サイン（又は押印）とする。



日当を支給しない地域および半日当の地域                      平成24年4月1日現在 

 

 

   日当を支給しない地域 

 

半日当を支給する地域 



 

 

補助金補助金補助金補助金のののの申請方法申請方法申請方法申請方法についてについてについてについて    

 

補助金の申請については、四半期ごとの実績により、補助金交付申請書（様

式第 1 号）を市長に提出するものとする。 

 なお、交付申請書の添付資料等については、深谷市補助金等の交付に関する

規則第 7 条による。 

  

 （申請から補助金交付決定までの流れ） 

 

★4 月から 6 月に実績により、7 月 17 日までに、補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及びびびび資料資料資料資料

（（（（支部総会資料支部総会資料支部総会資料支部総会資料・・・・支部員名簿支部員名簿支部員名簿支部員名簿・・・・申出額算出基礎申出額算出基礎申出額算出基礎申出額算出基礎・・・・支出内訳書支出内訳書支出内訳書支出内訳書））））を人権政策課

に提出。 

 人権政策課は、深谷市補助金等の交付に関する規則により、補助金の交付決

定を行う。 

 

★7 月から 9 月に実績により、10 月 15 日までに、補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及びびびび資料資料資料資料

（（（（申出額算出基礎申出額算出基礎申出額算出基礎申出額算出基礎・・・・支出内訳書支出内訳書支出内訳書支出内訳書））））を人権政策課に提出。 

 人権政策課は、深谷市補助金等の交付に関する規則により、補助金の交付決

定を行う。 

 

★10 月から 12 月に実績により、1 月 15 日までに、補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及びびびび資資資資

料料料料（（（（申出額算出基礎申出額算出基礎申出額算出基礎申出額算出基礎・・・・支出内訳書支出内訳書支出内訳書支出内訳書））））を人権政策課に提出。 

 人権政策課は、深谷市補助金等の交付に関する規則により、補助金の交付決

定を行う。 

 

★1 月から 3 月に実績により、4 月 15 日までに、補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及補助金等交付申請書及びびびび資料資料資料資料

（（（（申出額算出基礎申出額算出基礎申出額算出基礎申出額算出基礎・・・・支出内訳書支出内訳書支出内訳書支出内訳書））））を人権政策課に提出。 

 人権政策課は、深谷市補助金等の交付に関する規則により、補助金の交付決

定を行う。 


